
2013～2014年度 No.1

　第 　3　　回 委員会名

委員長名

開催　日時

開催　場所

　鈴木地区ガバナー 　塩月第一副地区ガバナー 　近藤第二副地区ガバナー

○ 　L　梶　委員長 ○ 　L　宮本　副委員長 ○ 　Ｌ　田中　副委員長

○ 　L　片岡　副委員長 ○ 　L　安藤　副委員長 × 　L　高橋（功）　委員

○ 　L　中西　委員 × 　L　平沢　委員 × 　L　平本　委員

○ 　L　齋籐　委員 ○ 　L　永浜　委員 × 　L　杉原　委員

○ 　L　村上　委員 ○ 　L　吉田　委員 × 　L　梅若　委員

× 　L　高橋（茂）　委員 ○ 　L　尾嶋　委員 ○ 　L　長谷山　委員

○ 　L　佐藤　委員 ○ 　Ｌ　芝 委員 × 　Ｌ　桐井　ＳＰＡ

× 　Ｌ　佐藤　副幹事

　出席オブザーバー

○ 　Ｌ　後藤　裕文
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議　　　題

1

(1)

(2)

(3)

(4)

平成２５年１０月２日に開催された第２回講座の概要が報告された。

次　　　第

キャビネット事務局　大会議室

報告事項

資料確認

平成２５年１０月１８日に開催された準備委員会及び正副委員長会議について報告がな
された。また、同正副委員長会議において、第２回の薬物乱用防止教育認定講師養成
講座の日程が平成２６年２月２１日（金）に決定されたことが報告された。

東京ヒルズＬＣチャリティーボウリング大会について

審議経過事項の概要

第１回薬物乱用防止教育認定講師養成講座準備委員会・正副委員長会議について

羽村ＬＣの薬物教室見学の報告について

報告事項（梶委員長より報告）

第２回薬物乱用防止教育エキスパート指導者養成講座について

委　員　会　報　告

　司会・進行　Ｌ 田中　副委員長

開会

薬物乱用防止委員会

　　　　 L　梶　正明

出　席　者

　２０１２年　１０月　２２日　火曜日　　　　　１３時　３０分　～　１５時　１５分

梶委員長挨拶

討議事項その他

閉会

次回委員会開催予定確認

永浜Ｌ及び宮本副委員長から、平成25年10月11日開催の羽村ＬＣの薬物教室を見学し
た旨の報告があった。両名からは、同教室が素晴らしい内容で、大変勉強になったとの
感想が述べられた。

委員会総務の安藤副委員長より、当委員会の中西委員の所属する東京ヒルズＬＣの
チャリティーボウリング大会が平成25年11月23日に開催されることが報告された。中西
委員より趣旨説明がなされ、当委員会から梶委員長、安藤副委員長、田中副委員長、
長谷山Ｌが参加することとなった。
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作　成　者

単位クラブの薬物教室等を他クラブへ告知するにはどのようにしたらよいのか。特に当
委員会に委員を輩出していないクラブはどのようにすべきか。

　２０１３年　１１月　８日　金曜日　　　　１５時　４５分　～　１７時　３０分

No.2

審議経過事項の概要

次回開催日時
　　　　　　場所

その他、宮本副委員長からは、会場が17:00で閉まるため、当日の片付けを手際よく行う
必要があること、当日急用の場合には10:00までに宮本副委員長の携帯電話に連絡す
ること等が併せて確認された。

尾嶋Ｌからの要望及び質問ついて

尾嶋Ｌから、次のとおり要望（①）及び質問（②）がなされた。

これに対し、宮本副委員長より、単位クラブからの講師派遣要請及びその対応等を検討
するに当たっては、昨期の委員会が実施したアンケートの結果を解析することが先決で
あり、今ここで決めることはできないため、次回以降の検討課題とすべきであるとの意見
が出され、全会一致で了承さされた。

講師派遣の手続について

第１回薬物乱用防止教育認定講師養成講座について

　Ｌ 片岡　圭太

キャビネット事務局大会議室

吉田Ｌより、単位クラブから当委員会への講師派遣の要請について、実際の要請の手
続、及びそれに応える方法はどうなっているのかとの質問があった。

この点につき、安藤副委員長より、具体的な手続を定めて各クラブへ通知すべきではな
いかとの意見が出された。

これに対しては、梶委員長より、まず、委員を通して委員会に上げて貰いたい旨、また、
田中副委員長より、委員を通すのが難しい場合については、リジョンチェアパーソンを通
してキャビネットに上げて貰いたい旨の回答があった。

宮本副委員長より、タイムスケジュールを追っての説明がなされ、次の変更事項が確認
された。

討議事項その他

ゴールド認定証の更新について

梶委員長より、今期、制度開始後初めて5年の更新時期が到来するゴールド認定証の
取扱いについて、認定証取得者は殆どがベテラン講師であり、改めて講習を受けて貰う
必要がないため、年間の講演回数等についての書類審査のみで更新することとすべき
であるとの見解が示された。

これに対し、各委員は概ね賛成しつつ、ⅰ)講演回数の真正を担保するために、所属ク
ラブの会長のサインを要件とすべきではないか、ⅱ)昨今の薬物の変遷の速さに鑑み、
更新期間を5年から3年に短縮すべきではないか、といった意見が出された。

以上の議論を受け、宮本副委員長から、「様々な意見があることは承知しているが、現
実問題として、来年の6月30日に50名の初めての更新時期が到来するので、方針を決
めておく必要がある。また、麻薬・覚せい剤乱用防止センターとの共同認定であることか
ら、同センターとの協議も必要である。よって執行部である程度方針を決めてから委員
会に諮ることとしたい」との発言があり、全会一致で了承された。

ⅰ)　集合時刻を10:30から10:00に繰り上げ

ⅱ)　5)の専門講座の講師が森浩史氏から鈴木聡氏に変更

ⅲ)　6)の専門講座の講師が阿部朋広氏から阿部哲也氏に変更

当委員会の各クラブ宛の通知が、会長・幹事宛になっているが、この宛名に各クラブ内
の薬物乱用防止委員会委員長も加えて貰いたい。

この点に関しては、宮本副委員長及び田中副委員長より、当委員会では、各クラブでの
委員会の有無や名称（薬物乱用防止委員会ｏｒ青少年健全育成委員会）が把握できな
いので難しい旨の説明がなされた。そして、宮本副委員長より、当委員会の通知には
「担当委員会様」との宛名を入れるようにしているので、その限度での対応でご容赦いた
だきたい旨が述べられ、尾嶋Ｌもこれを了承した。


